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○
環
境
省
令
第
一
号 

資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
廃
棄
物
処
分
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

環
境
大
臣 

浅
尾
慶
一
郎 

廃
棄
物
処
分
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令 

 

（
用
語
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
再
生
部
品
又
は
再
生
資
源
に
対
す
る
需
要
の
把
握
及
び
供
給
に
関
す
る
事
項
） 

第
二
条 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
処
分
を
受
託
し
た
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
そ
の
再
資
源
化
の
実
施
が
可
能
で
あ
る
と
判

断
し
た
場
合
に
は
、
当
該
再
資
源
化
の
実
施
に
先
立
ち
、
当
該
再
資
源
化
に
よ
り
得
ら
れ
る
再
生
部
品
又
は
再
生
資
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源
の
性
状
に
関
す
る
標
準
的
な
規
格
を
参
照
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
物
の
製
造
、
加
工
若
し
く
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者

の
再
生
部
品
若
し
く
は
再
生
資
源
に
対
す
る
需
要
又
は
再
生
部
品
若
し
く
は
再
生
資
源
の
供
給
先
の
情
報
を
収
集
す

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
再
資
源
化
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
の
処
理
能
力
か
ら

供
給
が
可
能
な
再
生
部
品
又
は
再
生
資
源
の
量
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
技
術
の
向
上
に
関
す
る
事
項
） 

第
三
条 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
再
資
源
化
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
技
術
に
関
す
る
情
報
を
参
照
し
、
技
術
的
か
つ

経
済
的
に
可
能
な
範
囲
で
、
そ
の
使
用
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
に
当
該
技
術
を
用
い
た
設
備
を
導
入
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
温
室
効
果
ガ
ス
の
量
を
削
減
す
る
た
め
の
設
備
の
改
良
又
は
そ
の
運
用
の
改
善
に
関
す
る
事
項
） 

第
四
条 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
そ
の
使
用
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て
、
設
備
の
入
替
え
に
当
た
っ
て
は
、
導

入
し
よ
う
と
す
る
設
備
の
再
資
源
化
の
実
施
及
び
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
た
め
の
機
能
が
そ
の
導
入
前
の
も
の
を
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下
回
る
こ
と
が
な
い
よ
う
留
意
し
つ
つ
、
再
資
源
化
の
実
施
の
工
程
を
効
率
化
す
る
設
備
の
導
入
を
図
る
も
の
と
す

る
。 

２ 
廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
技
術
的
か
つ
経
済
的
に
可
能
な
範
囲
で
、
同
一
の
設
備
に
再
資
源
化
の
実
施
の
工
程
を
集

約
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
そ
の
使
用
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
け
る
設
備
に
つ
い
て
、
そ
の
管
理
の
基
準
を
設
定

し
、
及
び
定
期
的
に
点
検
を
行
う
な
ど
、
当
該
設
備
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
改
善
又
は
維
持
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
再
資
源
化
の
実
施
の
目
標
の
設
定
及
び
当
該
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
） 

第
五
条 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
そ
の
処
分
を
行
う
廃
棄
物
の
数
量
に
占
め
る
再
資
源
化
を
実
施
す
る
量
の
割
合
に
関

す
る
目
標
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
前
項
の
目
標
を
設
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
技
術
的
か
つ
経
済
的
に
可
能
な
範
囲
で
、
法

第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
目
標
を
勘
案
し
て
設
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
第
一
項
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
再
資
源
化
に
よ
り
得
ら
れ
る
再
生
部
品
又
は
再
生
資
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源
の
供
給
量
の
安
定
化
を
図
る
た
め
の
措
置
並
び
に
同
項
の
目
標
の
達
成
状
況
に
関
す
る
継
続
的
な
自
己
評
価
及
び

当
該
評
価
を
踏
ま
え
た
改
善
措
置
な
ど
計
画
的
に
取
り
組
む
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
そ
の
他
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
及
び
再
資
源
化
の
実
施
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項
） 

第
六
条 
廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
適
正
な
再
資
源
化
を
実
施
す
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
、
そ
の
従
業
員
に
対
し
て
、

再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化
及
び
再
資
源
化
の
実
施
の
重
要
性
並
び
に
法
令
遵
守
等
に
関
す
る
研
修
を
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
そ
の
従
業
員
の
労
働
環
境
を
改
善
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

廃
棄
物
処
分
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
目
標
の
達
成
状
況
及
び
自
ら
の
再
資
源
化
の
実
施
の
状
況
を
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 


